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　土砂災害から身を守るためには、一人ひとりが土砂災害に対して日ごろから備えておくことが重要で
す。そのために知っておくべき3つのポイントを紹介します。

○住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか確認する
　茨城県や常陸大宮市のホームページで、土砂災害ハザードマップを参照して、お住まいの場所が土砂
災害警戒区域かどうか確認しましょう。
※ただし、土砂災害警戒区域等でなくても、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や
「小さな沢」などがあれば注意してください。

○雨が降り出したら「土砂災害警戒情報」に注意する
　雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。「土砂災害警戒情報」は気象庁のホームペー
ジなどで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。また、キキクル（危険度分布）
を使って、お住まいの場所の土砂災害発生の危険度の高まりを確認してください。
・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
　https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land

○早めの避難行動を心がける
　お住まいの地域に土砂災害警戒情報が発表されたら、斜面や降雨の状況に十分注意して、異常や危険
を感じたらすぐに避難できるよう準備しましょう。また、強い雨や長雨のときなどは、本市の防災行政
無線や広報車による呼びかけ、緊急速報メールなどにも注意してください。
　土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、近く
の頑丈な建物の2階以上に避難するか、それも難しい場合は、家の中でより安全な場所（がけから離れ
た部屋や2階など）に避難しましょう。

［7/31まで］
全日、8：30～22：00

茨城県新型コロナワクチンコールセンター（029-301-5394）の対応時間が24時間体制となります。

［8/1から］
全日、24時間対応

　茨城県が今年の4月から6月にかけて実施した営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響で、売上が減
少した事業者様を対象とした「一時金（第２弾）」の受付を行っていますので、申請方法など詳細は県
HPをご確認ください。

※第1弾（1～2月）の一時金を受給した方も対象となります。※飲食店も対象
○申請期限　令和3年8月31日（火）まで（当日消印有効）

お知らせ

問　　　   危機管理課危機管理Ｇ　☎52-1111　内線383本庁

土砂災害に備えましょう　

茨城県新型コロナワクチンコールセンター
（副反応相談窓口）の対応時間の変更について

営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の申請はお済みですか

問　 茨城県事業者支援一時金相談窓口　☎029-301-5558（平日9:00～17:00）


